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収
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事

委
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会

選

挙

管

理

委

員

会

教

育

委

員

会

病

院

局

企

業

局

会

計

管

理

者

副

知

事

事

務

局

事

務

局

事

務

局

警

察

本

部

事

務

局

事

務

局

教

育

庁

会

計

管

理

局

県

土

整

備

部

農

政

水

産

部

商
工
観
光
労
働
部

環

境

森

林

部

福

祉

保

健

部

総

務

部

総

合

政

策

部

議

会

事

務

局
議
会
運
営
に
関
す
る
調
整
や
議
事
録
の
作
成

、
請
願
・
陳
情
の
事
務
な
ど
を
行
い
ま
す

。

県
の
総
合
的
政
策
の
企
画
・
調
整
や
産
業
政
策

、
中
山
間
地
域
振
興

、
総
合
交
通
対
策

、
広
報
・
広
聴

、
県
民
生
活

、
文
化
振
興

、
情
報
化

な
ど
の
仕
事
を
し
ま
す

。

予
算
の
編
成

、
税
の
徴
収

、
人
事

、
行
財
政
改
革

、
県
有
財
産
の
管
理

、
市
町
村
行
政
の
支
援

、
災
害
等
の
危
機
管
理
な
ど
の
仕
事
を
し
ま

す

。

環
境
保
全

、
廃
棄
物
対
策

、
自
然
保
護

、
林
業
の
振
興

、
森
林
の
保
全
な
ど
環
境
や
森
林

、
林
業
に
関
す
る
仕
事
を
し
ま
す

。

商
工
業
の
振
興
や
中
小
企
業
支
援

、
企
業
誘
致

、
国
内
外
Ｐ
Ｒ

、
観
光
客
・
ス
ポ
ー

ツ
キ

ャ
ン
プ
誘
致

、
県
産
品
振
興

、
雇
用
対
策

、
職
業

訓
練
な
ど
の
仕
事
を
し
ま
す

。

道
路

、
河
川

、
ダ
ム

、
港
湾
な
ど
の
整
備

、
維
持
管
理

、
都
市
計
画

、
県
土
の
美
化

、
建
築
指
導

、
県
営
住
宅
の
管
理
な
ど
の
仕
事
を
し
ま

す

。

少
子
・
高
齢
化
対
策
や
障
が
い
者
な
ど
の
福
祉

、
医
療

、
健
康
づ
く
り

、
保
健
衛
生

、
社
会
保
障
な
ど
の
仕
事
を
し
ま
す

。

農
畜
産
物
の
生
産
振
興
・
販
売
や
農
業
者
や
漁
業
者
へ
の
経
営
・
技
術
指
導

、
農
村
・
漁
港
の
整
備
な
ど
の
仕
事
を
し
ま
す

。

県
の
収
入
・
支
出
を
管
理
し
ま
す

。

県
立
病
院
に
お
い
て

、
他
の
医
療
機
関
で
は
対
応
が
困
難
な
医
療
等
の
提
供
を
行
い
ま
す

。

教
育
行
政
に
関
す
る
総
合
企
画
・
調
整
や
学
校
教
育
・
ス
ポ
ー

ツ
の
振
興

、
社
会
教
育
の
向
上

、
文
化
財
保
護
な
ど
の
仕
事
を
し
ま
す

。

選
挙
に
関
す
る
事
務
の
管
理
・
執
行
及
び
啓
発
な
ど
を
行
い
ま
す

。

県
民
の
安
全
・
安
心
な
暮
ら
し
を
守
る
た
め

、
犯
罪
の
捜
査
や
予
防

、
交
通
の
指
導
を
行
い
ま
す

。

電
気
供
給
や
そ
の
た
め
の
ダ
ム
の
管
理

、
工
業
用
水
の
供
給
等
を
し
ま
す

。

内
水
面
漁
業
の
免
許
及
び
許
可
に
関
す
る
事
項
や

、
水
産
動
植
物
の
採
捕
及
び
増
殖
に
関
す
る
事
項
を
処
理
し
ま
す

。

道
路
・
河
川
な
ど
の
公
共
事
業
を
中
心
と
し
た
土
地
の
収
用
・
使
用
に
関
す
る
裁
決

、
和
解
勧
告
な
ど
を
行
い
ま
す

。

海
面
漁
業
の
免
許
及
び
許
可
に
関
す
る
事
項
や

、
漁
業

、
漁
場
な
ど
の
漁
業
調
整
に
関
す
る
事
項
を
処
理
し
ま
す

。

不
当
労
働
行
為
の
救
済
申
立
て
の
審
査
や

、
労
働
争
議
の
あ

っ
せ
ん
・
調
停
・
仲
裁
な
ど
の
仕
事
を
し
ま
す

。

県
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行
や

、
県
の
事
業
が
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
監
査
を
し
ま
す

。

県
職
員

、
警
察
官
な
ど
の
採
用
試
験

、
給
与
勧
告

、
審
査
請
求
の
審
査
な
ど
人
事
に
関
す
る
仕
事
を
し
ま
す

。


